
１．競馬の仕組み

（１）中央競馬の仕組み

　①沿革
　 ・　わが国における近代競馬は、幕末混乱期（１８６１年）に、横浜の居留外国人によって行われたのが最初とされている。日本人による最初の
　　洋式競馬は、横浜の競馬を模倣し、明治３年に東京九段の招魂社（後の靖国神社）で、同社の例大祭奉納を目的として行われた。その後、競
　  馬は馬産の改良のため奨励され、次第に盛んになっていった。
 　・　昭和２３年から国営競馬として実施され、昭和２９年、日本中央競馬会法に基づき日本中央競馬会（以下「競馬会」という。）に競馬の資産、
　　施行権等が移管された。

　②現行制度
　 ・　中央競馬の施行者は、日本中央競馬会となっている。
　 ・　競馬を開催すること、馬主、馬の登録及び調教師、騎手を免許すること。
　 ・　競走馬の育成、騎手の養成及びその他競馬の健全な発展を図るため必要な業務。

中央競馬の仕組み

　諮問    指導監督

　諮問  服  馬　 賞 　　開催・登録・免許

 色  主　 金 　免　　　      免 　　以外の業務

 登  登　 等 　許　　　      許 ・競走馬の育成

 録  録 預託 　・競馬場（パークウインズを含む１０カ所） ・騎手・厩務員の養成

馬　主 契約 調教師 　・場外発売所（３２カ所） ・その他競馬（馬術を含む）

２，５１９人 ２３２人 　・電話投票（会員１９０万人） 　の健全な発展を図るため

個人２，１６５ 　の業務

区　分 ｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞ ｱﾗﾌﾞ系 計 法人　　３４９

飼　　養 戸 戸 戸 組合　　　　５ 騎乗契約

戸　　数 1,392 125 1,517

種付牝馬 頭 頭 頭 雇

頭　　  数 12,498 819 13,317 用 騎　手

生　　産 頭 頭 頭 契 １７０人

頭　　数 8,342 720 9,062 約

取引形態 競走馬 厩務員

７，７９６頭 １，７６５人

調教助手

９９０人

＊１　馬主、調教師、騎手及び競走馬は、平成１３年１２月１日現在

　 ２　厩務員及び調教助手は、平成１３年１２月２０日現在。

　 ３　その他は、平成１３年１２月２６日現在

日  本  中  央  競  馬  会

軽種馬の生産と取引（１２年）

＜競　馬　の　実　施＞

審　査　会
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農　林　水　産　省

＜勝馬投票券発売・払戻＞

（単・複・連複・連単）

外国産馬

市場取引・庭先取引

運営審議会



（２）地方競馬の仕組み

　①　沿革

　・　全国各地の祭典競馬が発端となり、明治後期に産牛馬組合が馬

　　匹の改良増殖を目的として始められた。その後、昭和２３年に競

　　馬法が制定され、それまで競馬を施行していた畜産団体（畜産組

　　合又は馬匹組合）の資産等を地方公共団体が継承して移管された。

　・　昭和３７年に競馬法が改正され、各主催者が行っていた地方競

　　馬の馬主及び馬の登録、騎手等の免許を全国的に統一して行うと

　　ともに、馬の改良増殖その他畜産振興への補助を行う機関として

　　地方競馬全国協会（以下、「地全協」という。）が設立された。

　②　現行制度

　・　施行者は、都道府県のほか、著しく災害を受けた市町村又は地

　　方競馬場が存在する市町村であって、総務大臣が指定した市町村

　　に限定されている。

　・　競馬の実施は、地方公共団体が自ら行うほか、他の地方公共団

　　体に限り委託することができる。一方、登録・免許、騎手の養成

　　等は地全協が行っている。

　・　農林水産大臣は、主催者に対する地方競馬の実施に関する監

　　督など、競馬法の規定に基づく指導・監督を行っている。一方、

　　総務大臣は、市町村に対する施行権の付与、施行者に対する経

　　営面の技術的助言のほか、地方自治法及び地方財政法の規定に

　　基づく指導・助言を行っている。
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◎地方競馬の仕組み

農林水産省 総 務 省

施行市町村の指定協議

（法第１条）

施行市町村の指定

指導監督 （法第１条）

法第 条の 全国公営競馬主催者協議会（ ）23 29

一部事務組合の許可

(地方自治法第 条)284

指導監督

（法第２３条の２９）

地方競馬全国協会 施行者（主催者） 公営企業金融公庫

交付金 納付金

馬及び馬主の登録 法第２３条の２ 競馬の実施 (地方財政法第３２条の２）（ ）

調教師及び騎手の免許 馬券の発売・払戻等

騎手等の養成・訓練

専門職員の養成・訓練 （施行者）

道・県 ：１４

指定市町 ：４８

計 ：６２

（主催者）

審判員等の派遣 道・県 ：３

（法第２３条の２２） 指定市 ：５

馬の登録 一部事務組合：１３

(法第 条) 免許交付 計 ：２１14

（法第１６条）

馬主の登録 （競馬場：２７）

（法第 条) 騎 手13

騎乗契約 厩舎貸与

所有 預託契約

馬 主 競走馬 調 教 師

雇用契約

厩 務 員

注：法とは競馬法をいう。



　③　施行者、主催者及び競馬場

　・　施行者は、全国で６２団体（道・県：１４、指定市町：４８）

　　ある。このうち５４施行者が地方自治法に基づく一部事務組合

　　を設立して競馬を開催し、主催者は、全国で２１団体（道・県

　　：３、指定市：５、一部事務組合：１３）ある。

　・　地方競馬場は、全国で２７場（うち２場は中央競馬と併用）

　　あり、農林水産大臣により指定され、大都市圏から馬産地まで

　　全国に設置されている。

　・　近年では、昭和５１年に春木競馬場（大阪府）、昭和６３年に

　　紀三井寺競馬場（和歌山県）が廃止され、最近では、平成１３

　　年に中津競馬場（大分県）、新潟・三条競馬場（新潟県）が廃止

　　され、益田競馬場（島根県）も廃止の予定である。

　　

（注  ）施行者とは競馬法に基づき競馬を行うことができる（施行

　　　権）団体。一方、主催者とは競馬を開催している（開催権）

　　　団体（施行者単独、又は施行者が構成団体となって組織され

　　　た一部事務組合）。

競馬場等の全国分布図（平成１４年６月１０日現在）
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栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
競馬学校

美浦ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

地方競馬教養ｾﾝﾀｰ

◎

◎
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札幌
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高崎

姫路
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川崎

東京
浦和

園田

京都

中山
☆

　■　地方競馬場　　　　　　　　　　２５場
　
　◆　地方・中央併用競馬場　　　　　２場
　
　□　中央競馬場　　　　　　　　　　８場
　
　◎　中央トレーニングセンター　　　２場
　
　☆　競馬学校・教養センター　　　　２場



④ 地方競馬全国協会

・ 地全協は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図

るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するこ

とを目的として、昭和３７年に設立された。

・ 地全協の業務運営は、各主催者から納付された交付金

によりまかなわれている。

・ 主な業務は、下記のとおりである。

(１) 馬主及び馬を登録すること

(２) 調教師及び騎手を免許すること

(３) 調教師及び騎手を養成し、又は訓練すること

(４) 審判員の派遣

(５) 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事

業の経費の補助

(６) 各主催者から交付金を受け入れること

◎ 専門職員の養成・派遣

年 度 養成（単位：人） 派遣（単位：人）

平成１０年 ９２ ７，９８０

平成１１年 ８６ ８，０３８

平成１２年 ８０ ７，７３２

平成１３年 ５６ ７，１６７

注）人数は、１年間の延べ人数である。

４


